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千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会ダム洪水調節機能部会

設置要綱（案） 

（目的） 

第１条 この要綱は近年の豪雨災害による甚大な被害の発生を踏まえ、既存ダ

ムの洪水調節機能の強化に向けた取組について協議することを目的とし

て設置する「千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会ダム部会」（以下、

「ダム部会」という。）に関する必要な事項を定めるものとする。 

「千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会ダム洪水調節機能部会」

（以下「ダム部会」という。）は、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 51 条

の 2 及び第 51 条の 3 に基づくダム洪水調節機能協議会として設置するもので

あり、ダム部会は、昨今の水害の激甚化・頻発化に鑑み、緊急時において既存

ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用して水害の発生の防止等が図ら

れるよう、今後、河川管理者、関係利水者の密接な連携の下、事前放流の取組

をより効果的に実施する必要があることから、洪水調節機能の向上の取組の継

続・推進を図ることを目的とする。

（所掌事項）（ダム部会の実施事項）

第２条 ダム部会は、次の事項を実施する。について所掌する。 

２ 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた取組を進めるにあたり必要と

なる 治水協定、工程表の内容について協議、決定する。 

３ ダム部会で協議した結果については、千代川水系大規模氾濫時の減災対

策協 議会等へ報告する。 

１ 事前放流を実施するための河川管理者と関係利水者との間で締結される治

水協定の締結や見直しに必要な協議。 

２ 河川管理者と対象ダムとの間の情報網の整備に必要な協議。 

３ 事前放流の実施に必要となるダムの操作の操作規程等への反映に必要な協

議。 

４ 利水容量を洪水調節に最大限活用するための工程表の作成や見直し及び工

程表に基づく施設改良等の取組に必要な協議。 

５ 更に効果的に事前放流を実施するために必要となる降雨の予測精度の向上

等に向けた技術・システム開発に必要な協議。 

６ その他、洪水調節機能の向上に必要な協議。 

（ダム部会の対象ダム） 

第３条 ダム部会は、千代川水系における、殿ダム、佐治川ダム、百谷ダム、茗
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荷谷ダム、三滝ダムを対象とする。 

（組織構成）（ダム部会の構成）

第３条 ダム部会の組織構成は、以下のとおりとする。 

２ ダム部会は、別紙に掲げる部会員をもって構成する。 

３ ダム部会は、前項によるもののほか、必要に応じて部会員以外の者の出

席を 要請し、意見を聴くことができる。 

第４条 ダム部会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ ダム部会は、必要に応じて別表１の職にあるもの以外の関係行政機関に対

し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（会議の公開） 

第４５条 ダム部会は、原則非公開とする。し、ダム部会の結果を協議会へ報告

することにより、公開と見なす。 

（ダム部会資料等の公表） 

第６条 ダム部会に提出された資料等については、速やかに公表するものとす

る。ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、ダム

部会の了解を得て公表しないものとする。 

２ ダム部会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の

確認を得た後、公表するものとする。 

３ ダム部会の結果を千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会に報告するも

のとする。

（事務局） 

第５７条 ダム部会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、鳥取県県土整備部河川課及び中国地方整備局鳥取河川国道事務

所が務める。共同で行う。 

（雑則） 

第６８条 この要綱に定めるもののほか、ダム部会の運営に関し必要な事項に

ついては、ダム部会で定めるものとする。 

（附則） 本要綱は、令和２年５月２７日から施行する。 

令和３年１０月  日 一部改正 
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別紙別表１ 

千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会ダム洪水調節機能部会 構成員 

（部会員）（構成員） 

中国電力株式会社（ダム管理者・利水者：三滝ダム） 

中国電力株式会社 ○○○○ 

鳥取市（鳥取市水道局）（利水者：殿ダム） 

鳥取市 水道局 ○○○○ 

鳥取県企業局（ダム管理者・利水者：茗荷谷ダム、利水者：佐治川ダム・殿ダム） 

鳥取県 企業局 ○○○○ 

鳥取県県土整備部（河川管理者、ダム管理者：佐治川ダム、百谷ダム） 

鳥取県 県土整備部 ○○○○ 

気象庁 鳥取地方気象台 ○○○○ 

中国地方整備局鳥取河川国道事務所（河川管理者、ダム管理者：殿ダム） 

国土交通省中国地方整備局 ○○○○ 

（事務局） 

鳥取県県土整備部 河川課 

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 


